
(かちどき５ちょうめ)

ＮＯ． １８３   勝どき五丁目地区（組合施行）

計画地

1

2

3

地区面積 構造

階数 高さ

名称 施行区域面積

名称 幅員 延長 面積

幹線街路
環状第２号線

－

幹線街路
環状第３号線

－

特別区道中月
第805号線

１０．９１ｍ 約１０５ｍ －

特別区道中月
第816号線

１２．００ｍ 約１１０ｍ －

公
園
・

緑
地 緑地 － － 約５４０㎡

A － － ２５ｍ －

B1 － － １８０ｍ －

B2 － － ２５ｍ －

建築面積

A 約６５０㎡

B1 約６，４００㎡

B2 約３５０㎡

建築敷地面積

A 約１，７００㎡

B1 約１０，９００㎡

B2 約８５０㎡

都市計画決定

街
区

道
路

建ぺい率

建築物の整備

共同住宅、店舗

事務所、寄宿舎

延べ面積(容積対象)

別に都市計画において定めるとおり

勝どき五丁目地区
第一種市街地再開発事業

約１．９ｈａ

備考

建築物の
高さの限度

中央区勝どき五丁目地内

約１．９ｈａ 鉄筋コンクリート造

計画の概要

壁面の
位置の限度

再整備

別に都市計画において定めるとおり

A街区　     約２４ｍ
B－１街区　約１７９ｍ
B－２街区　約２２ｍ

A街区　     地上６階／－
B－１街区　地上５３階／地下２階
B－２街区　地上５階／－

　敷地内に、隣地に接して緑地約130㎡及び前
面道路に面して緑地約200㎡を確保する。

共同住宅、公益施設

新設

拡幅整備

容積率 主要用途

約１４０，０００㎡

－

約１６４，０００㎡
（約１１６，４００㎡）

・敷地内に、道路に接して幅員4mの歩道状空
地を確保する。
・敷地内に、緑地を合計約510㎡を確保する。
・敷地内に、幅員6mの緑道を確保する。

平成２２年２月５日　中央区告示第１８号

　土地の高度利用を図り、質の高い住宅を中心に生活利便施設を整備し、都心居住の拠点として、定住環境
を整備する。

　新月島川に面した立地特性を生かし、良好な環境形成に資する水辺と一体となったオープンスペースや建
物を整備する。

２　都市計画の内容

　オープンスペースや歩行者空間等を整備し、環２開通後の環境変化に対応した空間整備を進めるととも
に、「環境軸」の一環としての緑の空間を整備する。

公共施設の
配置及び規模

建築敷地の
整備

約１，２５０㎡
（約１，２５０㎡）

　敷地内に、幅員4m、幅員5.1m及び幅員6mの
歩道状空地を確保する。

備考整備計画

約１，３００
戸

約２，３００㎡
（約１，５００㎡）

住宅建設の目標



地区名

位置 面積 約１．９ｈａ

名称 幅員 延長 面積

区画道路１号 １０．９１ｍ 約１０５ｍ －

区画道路２号 １２．００ｍ 約１１０ｍ －

緑地１号 － － 約５４０㎡

緑地２号 － － 約３１０㎡

緑地３号 － － 約２００㎡

位置 面積 約１．９ｈａ

名称 幅員 延長 面積

歩道状空地1号 ４ｍ 約５５ｍ －

歩道状空地2号 ４ｍ 約９６ｍ －

歩道状空地3号 ４ｍ 約８６ｍ －

歩道状空地4号 ６ｍ 約１０４ｍ －

歩道状空地5号 ５．１ｍ 約１００ｍ －

緑道 ６ｍ 約１８ｍ －

緑地４号 － － 約２００㎡

緑地５号 ２ｍ － 約１３０㎡
名
称

面
積

３　地区計画（再開発等促進区を定める地区計画）

地区施設の
配置及び規模

備考

新設

新設

新設

新設

新設

新設

そ
の
他
の
公
共
空
地

地区の区分
約０．３ｈａ

建築物等の用途の
制限

　次の各号に掲げる用途の建築物は建
築してはならない。
（１）風俗営業等の規制及び業務の適正
化に関する法律第２条第６項各号に掲
げる店舗型性風俗特殊営業の用に供す
る建築物
（２）住戸を１０以上有する共同住宅（高
齢者向け優良賃貸住宅（高齢者の居住
の安定確保に関する法律第30条に基づ
き認定を受けたもの）は除く。）につい
て、住戸専用部分の床面積40㎡以上
（以下「定住型住宅」という。）の住戸の
床面積の合計が、住宅の用途に供する
部分の床面積（容積率対象面積をい
う。）の1/3未満の建築物、又は、当該共
同住宅に確保する定住型住宅以外の住
戸全てにおいて、それぞれの住戸の専
用部分の床面積が25㎡未満の建築物。
ただし、区長が用途上やむを得ないとし
て認める建築物においてはこの限りでは
ない。
（３）建築基準法別表第二（ほ）項に掲げ
る建築物

　次の各号に掲げる用途の建築物
は建築してはならない。
（１）風俗営業等の規制及び業務の
適正化に関する法律第２条第６項各
号に掲げる店舗型性風俗特殊営業
の用に供する建築物
（２）住戸を１０以上有する共同住宅
（高齢者向け優良賃貸住宅（高齢者
の居住の安定確保に関する法律第
30条に基づき認定を受けたもの）は
除く。）について、住戸専用部分の床
面積40㎡以上（以下「定住型住宅」と
いう。）の住戸の床面積の合計が、
住宅の用途に供する部分の床面積
（容積率対象面積をいう。）の1/3未
満の建築物、又は、当該共同住宅に
確保する定住型住宅以外の住戸全
てにおいて、それぞれの住戸の専用
部分の床面積が25㎡未満の建築
物。ただし、区長が用途上やむを得
ないとして認める建築物においては
この限りではない。
（３）建築基準法別表第二（ほ）項に
掲げる建築物

　次の各号に掲げる用途の
建築物は建築してはならな
い。
（１）風俗営業等の規制及び
業務の適正化に関する法律
第２条第６項各号に掲げる店
舗型性風俗特殊営業の用に
供する建築物
（２）住戸を１０以上有する共
同住宅（高齢者向け優良賃
貸住宅（高齢者の居住の安
定確保に関する法律第30条
に基づき認定を受けたもの）
は除く。）について、住戸専用
部分の床面積40㎡以上（以
下「定住型住宅」という。）の
住戸の床面積の合計が、住
宅の用途に供する部分の床
面積（容積率対象面積をい
う。）の1/3未満の建築物、又
は、当該共同住宅に確保す
る定住型住宅以外の住戸全
てにおいて、それぞれの住戸
の専用部分の床面積が25㎡
未満の建築物。ただし、区長
が用途上やむを得ないとして
認める建築物においてはこ
の限りではない。
（３）建築基準法別表第二
（ほ）項に掲げる建築物

中央区勝どき五丁目地内

新設

約１．５ｈａ

新設

緑
地

勝どき五丁目地区

約０．１ｈａ

Ｂ－２街区A街区 Ｂ－１街区

緑
地

再整備

拡幅

新設

道
路

備考

新設

地区整備計画

新設

主要な公共施設
の配置及び規模

中央区勝どき五丁目地内



敷地面積 建ぺい率

延べ面積 容積率

住宅戸数

駐車場

事業認可 総事業費

４　事業計画の概要

A街区　　　　約１，３４３㎡
B－１街区　　１０，８７８㎡
B－２街区　　　　　８５１㎡

A街区　     　　４５％
B－１街区　　　５４％
B－２街区　　　４２％

都市計画決定 平成２２年２月５日　中央区告示第１９号

建築物の形態・意匠・色彩等についは、周辺環境及び都市景観に配慮したものとする。

約６９５億円

建築物の容積率の
最高限度

建築物の容積率の
最低限度

建築物の建ぺい率
の最高限度

１，４３８戸

６７９台

建築物等の形態又
は色彩その他の

意匠の制限

　建築物の壁面又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す位置を超えて建築してはな
らない。ただし、次の各号の一に該当する建築物はこの限りでない。

（１）歩行者の安全性を確保するために必要な上屋及び庇の部分
（２）歩道状空地４号において、当該空地及びそれに接する敷地内で歩行者空間が確保
　された部分にあっては、歩行者の安全性を確保するために必要な建築物の上屋又は

　庇の部分、及びこれらを支える柱

壁面の位置の制限

用途

平成２３年１０月１４日　東京都告示１４５４号
平成２４年１０月１７日　東京都告示１４９７号（変更）
平成２６年　２月２０日　東京都告示１６１号（変更）
平成２９年　８月　８日　東京都告示１２４８号（変更）

A街区　　　　 １階　公益施設、駐車場　駐輪場
　　　　　　　　 ２階　公益施設　３～６階　住宅
B－１街区　　B２階　機械室　B１階　駐輪場
　　　　　　　　 １階　店舗、駐車場　２階　公益施設・店舗
　　　　　　　　 ３～４階　住宅・公益施設　５～５３階　住宅
B－２街区　　１～５階　寄宿舎・事務所

１１０％

５０％ ４００％

２，０００㎡

５０％

６０％

５００％

７０％

A街区　    　 １０９％
B－１街区 １，０６９％
B－２街区　　１３６％

建築物の建築面積
の最低限度

建築物の敷地面積
の最低限度

A街区　　　　約２，１０５㎡
B－１街区　１６１，６２３㎡
B－２街区　　　１，１６２㎡

２００㎡

　　　　　　　１，０７０％
ただし、共同住宅の用途に供する部
分の延べ面積の敷地面積に対する
割合は、10分の72以上としなければ
ならない。

１５０％

５，０００㎡

６０％

２００㎡

１，０００㎡

ひさし 

ひさし 



平成２８年１２月２７日 建築工事完了公告（B-１街区）

平成２５年　１月１２日

平成２６年　２月２０日

平成２９年　８月　８日

定款及び事業計画変更認可

定款及び事業計画変更認可

権利変換計画認可

権利変換期日

市街地再開発組合解散認可

平成２６年　７月　１日 建築工事完了公告（B-２街区）

平成２８年１２月２２日 建築工事完了公告（A街区）

７　区域図

平成２９年１０月１１日

市街地再開発組合設立認可

建築工事着手

６　位置図

定款及び事業計画変更認可

平成２５年　３月

平成２４年１２月２６日

平成２４年１０月１７日

平成２３年１０月１４日

環状第２号線（晴海～築地）地下トンネルから平面、高架に変更を公表

都市計画決定

５　経　緯

年　月　日 内　　　　　　　　　　　　　　　容

平成２２年　２月　５日

平成１９年１０月

平成１９年　９月２９日

環状第２号線（晴海～築地）都市計画変更

勝どき五丁目地区再開発準備組合設立

平成１６年　２月



８　完成写真

A街区 B-1街区 

B-2街区 

ⓒ石黒写真研究所 ⓒ石黒写真研究所 

ⓒ株式会社エスエス 

ⓒ石黒写真研究所 ⓒ石黒写真研究所 

ⓒ株式会社エスエス 


